
・投票所入場整理券の様式を定めることについて

・選挙に関する啓発周知計画を定めることについて

・投票所を設ける場所の指定について

・投票所の監視の職権を有する者の指定について

　○次回委員会　　令和６年10月18（金）　午後２時から

５　議事の概要

・在外選挙人名簿の登録について

原案可決

原案可決

・選挙立会人を定めるくじを行う場所及び日時を定
　めることについて

原案可決

・選挙会事務に併せて開票事務を行うことについて 原案可決

　　　　　令和６年度　第７回　定例会

　　　　　茨木市選挙管理委員会会議録

２　開催場所

１　開催日時

４　会議経過
　及び議案等

原案可決

・選挙人名簿の抹消について 原案可決

・在外選挙人名簿の抹消について 原案可決

原案可決

・選挙人名簿の登録について 原案可決

　令和６年９月２日（月）　午後２時００分～午後２時５１分

　茨木市選挙管理委員室

　別紙のとおり

　○一般事務報告

　○議案

原案可決

原案可決

・投票所及び期日前投票所における氏名等の掲示の
　体裁を定めることについて

・投票所及び期日前投票所における氏名等の掲示の
　掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を
　定めることについて

・選挙会場の監視の職権を有する者の指定について

（委員）　　角野委員長、大機委員、中村委員
（事務局）　西川局長、九鬼局長代理、木村係長

原案可決

原案可決

３　出席者



　事務局 　（議案第３４号、議案第３５号について、読み上げて説明）

　説明に対し、質問ございませんか。

　（「異議なし」の声あり）

　（「異議なし」の声あり）

　（「異議なし」の声あり）

　（「異議なし」の声あり）

　角野委員長 　説明に対し、ご質問はございませんか。

　角野委員長 　議案第３６号及び議案第３７号については、原案のとおり可決いたしま
す。

　角野委員長 　次に、日程第６議案第３８号「投票所入場整理券の様式を定めることにつ
いて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。

　事務局 　（議案第３８号について、読み上げて説明）

　角野委員長

　角野委員長
　議案第３４号及び議案第３５号については、原案のとおり可決いたします。

　角野委員長 　次に、日程第４議案第３６号「在外選挙人名簿の抹消について」と日程第
５議案第３７号「在外選挙人名簿の登録について」を議題といたします。両
案につきましては、相互に関連する事項でありますので、一括して議題とし
ます。事務局の説明を求めます。

　事務局 　（議案第３６号、議案第３７号について、読み上げて説明）

　事務局 　（一般事務報告について、読み上げて説明）

　角野委員長
　次に、日程第２議案第３４号「選挙人名簿の抹消について」と日程第３議
案第３５号「選挙人名簿の登録について」を議題とします。両案につきまし
ては、相互に関連する事項でありますので、一括して議題とします。事務局
の説明を求めます。

会　議　経　過

発言者 発 言 内 容 等

　角野委員長 　（令和６年度第７回定例会開会あいさつ）

　それでは、日程第１「一般事務報告」について事務局の説明を求めます。

　角野委員長 　説明に対し、ご質問はございませんか。

　角野委員長 　議案第３８号については、原案のとおり可決いたします。

　角野委員長 　次に、日程第７議案第３９号「選挙に関する啓発周知計画を定めることに
ついて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。

　事務局 　（議案第３９号について、読み上げて説明）

　角野委員長 　説明に対し、ご質問はございませんか。

　角野委員長 　議案第３９号については、原案のとおり可決いたします。



発言者 発 言 内 容 等

　（「異議なし」の声あり）

　（「異議なし」の声あり）

　（「異議なし」の声あり）

　次回委員会は、１０月１８日（金）午後２時から行います。

　角野委員長 　次に、日程第１２議案第４４号「選挙会場の監視の職権を有する者の指定
について」、日程第１３議案第４５号「選挙立会人を定めるくじを行う場所
及び日時を定めることについて」及び日程第１４議案第４６号「選挙会事務
に併せて開票事務を行うことについて」を議題とします。

　事務局 　（議案第４４号、議案第４５号及び議案第４６号について、
　　読み上げて説明）

　角野委員長 　ご審議いただく議案等は、以上でございます。事務局から、何か事務連絡
等ありましたら、説明をお願いします。

　事務局 　 (事務局から事務連絡)

　角野委員長 　本日の日程はこれで全て終了いたしました。

　本日の委員会はこれで終了いたします。

　角野委員長 　議案第４４号、議案第４５号及び議案第４６号については、原案のとおり
可決いたします。

　角野委員長 　説明に対し、ご質問はございませんか。

　角野委員長
　次に、日程第１０議案第４２号「投票所及び期日前投票所における氏名等
の掲示の体裁を定めることについて」、日程第１１議案第４３号「投票所及
び期日前投票所における氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及
び日時を定めることについて」を議題といたします。事務局の説明を求めま
す。

　事務局 　（議案第４２号、議案第４３号について、読み上げて説明）

　角野委員長 　説明に対し、ご質問はございませんか。

　角野委員長 　議案第４２号及び議案第４３号については、原案のとおり可決いたしま
す。

　角野委員長 　以降の各議案につきましては、関連する事項でまとめて議題といたしま
す。日程第８議案第４０号「投票所を設ける場所の指定について」、日程第
９議案第４１号「投票所の監視の職権を有する者の指定について」を議題と
いたします。事務局の説明を求めます。

　事務局 　（議案第４０号、議案第４１号について、読み上げて説明）

　角野委員長 　説明に対し、ご質問等はございませんか。

　角野委員長 　議案第４０号及び議案第４１号については、原案のとおり可決いたしま
す。


